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（４）採択の透明化 

   教育委員会は、採択の公正確保に向けて、採択方針及び採択手順を事前に定め公表

するものとする。また、教育委員会における採択は公開するとともに、教科用図書選

定審議会報告書等の資料については採択終了後に公開するなど、採択の透明化に努め

るものとする。 

（５）静ひつな採択環境の確保 

   教科用図書の採択を公正かつ適正に行うため、教科用図書について誹謗・中傷等が

行われる中で採択がされたり、外部からの不当な働きかけ等により採択が歪められた

などの疑念が抱かれたりすることのないよう、静ひつな採択環境を確保するものとす

る。 

（６）採択地区 

  ア 小学校及び中学校における採択地区（※５）は、次のとおり１地区とする。 

イ 川崎高等学校附属中学校、高等学校及び特別支援学校は、学校ごとに採択を行う。 

※５ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 12 条 

都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区域を併

せた地域に、教科用図書採択地区（以下この章において「採択地区」という。）を設定しなけれ

ばならない。  

２ 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町

村の教育委員会の意見をきかなければならない。  

※６ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13 条第 3項 

公立の中学校で学校教育法第 71 条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施

すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村

の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前 2項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目

ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。 

※７ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 16 条 

指定都市については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第 12 条第 1項の

規定にかかわらず、指定都市の区の区域又はその区域をあわせた地域に、採択地区を設定し

なければならない。 

２ 指定都市の教育委員会は、第 10 条の規定によって都道府県の教育委員会が行なう指導、

助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校

及び中学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

採択地区の名称 採択地区に含まれる地域 

川崎地区 

川崎区 

幸 区 

中原区 

高津区 

宮前区 

多摩区 

麻生区 
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（７）採択時期 

     採択は、平成 29 年 8 月 31 日までに行うものとする（※８）。また、9月 1日以

後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、すみやかに採択を

行うものとする。 

※８ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第 14 条

義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の

前年度の 8月 31 日までに行わなければならない。

３ 教科用図書の調査審議 

（１）教科用図書選定審議会 

   教科用図書の審議を行うため、川崎市附属機関設置条例に基づき川崎市教科用図書

選定審議会（以下「審議会」という。）を設置し、教育委員会が教科用図書の調査審

議を諮問する。 

   審議会は、調査研究会からの報告等を参考に調査審議し、全ての教科用図書に関す

る審議結果を教育委員会へ答申する。 

（２）調査研究会 

調査研究会は、教育委員会からの依頼を受け、教科ごとに教科用図書の内容を調査

研究し、審議会へ報告する。 

（３）校内採択候補検討委員会 

各高等学校は、学校長を長とし、校内とりまとめ担当者を中心とした校内採択候補

検討委員会を設置し、各校の採択候補一覧を作成し、審議会へ報告する。 

（４）校内検討委員会 

校内検討委員会は、教育委員会からの依頼を受け、教科用図書の内容を調査研究し、

小・中学校は調査研究会、高等学校は校内採択候補検討委員会へ報告する。 

また、特別支援学校及び特別支援学級設置校は、特別支援学校用教科用図書及び附

則第９条図書の内容を調査研究し、審議会へ報告する。 

（５）調査審議の観点 

   教科用図書の採択に当たっては、教育基本法、学校教育法の理念の実現に向けて、

主に次の観点から検討して最も適切と思われるものを採択する。 

  ア 学習指導要領との関連 

    ○学習指導要領の各教科の目標を踏まえているか。また、教育内容の主な改善事

項のうち、次の内容を踏まえているか。 

      ・言語活動の充実 

      ・伝統や文化に関する教育の充実 

      ・道徳教育の充実 

      ・体験活動の充実 
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  イ 編集の趣旨と工夫 

    ○編集の趣旨は適切であるか。 

    ○編集上の創意工夫はなされているか。 

  ウ 内容 

    ○内容の程度は、児童生徒の発達の段階に即して適切であるか。 

    ○既習内容を定着させるため、繰り返し学習させる内容は充実しているか。 

    ○社会的状況を反映した題材を取り上げ、児童生徒が興味を持って学習できるよ

うに配慮されているか。 

    ○他の教科等との関連が必要に応じて取り上げられているか。 

    ○一面的な見解だけを取り上げているところはないか。 

    ○児童生徒の理解や習熟の程度に応じた、発展的な学習の内容の取扱いは適切で

あるか。 

    ○川崎市の教育が大切にしている視点を踏まえているか。 

    ○小中高の学習の連続性を踏まえ、学校間で連携を図れるものであるか。 

  エ 構成・分量・装丁 

    ○内容は全体として系統的、発展的に構成されているか。 

    ○各内容の分量とその配分は適切であるか。 

    ○体裁がよく、児童生徒が使いやすいように配慮されているか。 

  オ 表記・表現 

    ○文章表現や漢字・仮名遣い・用語・記号・計量単位・図版などの使用は適切で

あるか。 

    ○文字の大きさ・字間・行間・書体などは適切であるか。  

    ○文章・図版などの割付けは適切であるか。 

４ 教科用図書の採択手順 

（１）小学校用教科用図書の採択 

小学校用教科用図書は、道徳教科を除き、現在使用している教科用図書と同一のも

のを採択する（※９・※10）。道徳教科の教科用図書の採択については、別紙「採択

の手順フロー図①」のとおり行う。 

（２）中学校及び川崎高等学校附属中学校用教科用図書の採択 

中学校及び川崎高等学校附属中学校用教科用図書は、現在使用している教科用図書

と同一のものを採択する（※９・※10）。

（３）高等学校用教科用図書の採択 

採択手順は、別紙「採択の手順フロー図②」のとおり行う。 

  ア 調査研究報告書の作成 

ⅰ）調査研究員は、関係するすべての種目の教科用図書に関する調査研究をし、教

科用図書選定審議会に調査研究報告書を提出する。 

イ 各学校の採択候補一覧の作成 
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 ⅰ）校内検討委員会は、教科ごとに全ての教員で構成する。１人しか配置されてい

ない教科については、複数の教科で構成するなどの対応を図る。 

ⅱ）校内採択候補検討委員会は、学校長を長とし、校内取りまとめ担当者を中心と

して組織する。 

   ⅲ）校内検討委員会は、教科ごとに選定候補となる複数の教科用図書について調査

研究を行い、校内採択候補検討委員会に報告書を提出する。発行者が１社のみ

の教科用図書については、その教科用図書について調査研究を行い、報告書を

提出する。 

ⅳ）校内採択候補検討委員会は、調査審議の観点を踏まえ、校内検討委員会の報

告書をもとに、採択候補一覧を作成し、教科用図書選定審議会に提出する。採

択候補一覧には、採択候補となる教科用図書、及び、選定候補として調査研究

を行った採択候補以外の教科用図書についての調査研究内容を掲載する。 

（４）特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級で使用する教科用図書の採択 

採択手順は、別紙「採択の手順フロー図③」のとおり行う。 

 ア 学校教育法附則第９条の規定に基づく教科用図書については、校内検討委員会に

おいて調査研究を行い、教科用図書選定審議会に報告書を提出する。 

 イ 特別支援学校の高等部で使用する教科用図書については、現在のところ特別支援

学校用の文部科学省著作教科用図書及び検定教科用図書も発行されていないため、

教育課程について十分検討のうえ、適切な高等学校用検定教科用図書または学校

教育法附則第９条の規定による教科用図書を採択するものとする。 

 ウ 学校ごとに使用する教科用図書を採択するものとする 

※９  義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 14 条 

義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政

令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。 

※10 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第 15 条 

法第 14 条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間は、学校教育法附則第

９条に規定する教科用図書を採択する場合を除き、４年とする。 

※11 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13 条第 3項 

公立の中学校で学校教育法第 71 条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施

すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村

の教育委員会又は都道府県の教育委員会は前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ご

とに一種の教科用図書の採択を行うものとする。 

５ 教科用図書展示会 

教科用図書の適正採択に資するため、教科用図書の見本を展示する「教科用図書展示

会」を開催するものとする（※12）。 

※12 教科書の発行に関する臨時措置法第５条 

都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かな

ければならない。
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  ＜開催概要（予定）＞  

① 期 間 平成２９年６月１６日（金）から ８月９日（水）まで 

② 会 場 【川崎区】東門前小学校 

【川崎区】（臨時会場）教育文化会館 

【幸 区】（臨時会場）幸市民館 

【中原区】教育会館 

【高津区】総合教育センター 

【宮前区】（臨時会場）宮前市民館 

【多摩区】（臨時会場）多摩市民館 

【麻生区】（臨時会場）麻生市民館 

（開催日時は、各会場によって異なる） 

＜会場・日時一覧＞ 

・ 川崎市立東門前小学校教科書センター（川崎区東門前３－４－６） 

 平成２９年６月１６日（金）～７月５日（水）（土・日除く） 

 午前９時～午後５時 ＊ただし最終日は午後４時まで 

・ 臨時会場 川崎市教育文化会館第４・５会議室（川崎区富士見２－１－３） 

平成２９年８月４日（金）～８月９日（水） 

午前１０時～午後６時  

・ 臨時会場 幸市民館第３会議室（幸区戸手本町１－１１－２） 

平成２９年７月２８日（金）～８月２日（水） 

午前１０時～午後６時  

・ 川崎市教育会館内教科書センター（中原区下沼部１７０９－４） 

平成２９年６月１６日（金）～７月５日（水）（土・日を除く） 

月・水   午前９時～午後５時  

火・木・金 午前９時～午後６時 

・ 川崎市総合教育センター内教科書センター（高津区溝口６－９－３） 

平成２９年６月１６日（金）～７月５日（水） 

午前９時～午後６時 

・ 臨時会場 宮前市民館ギャラリー（宮前区宮前平２－２０－４） 

平成２９年７月２１日（金）～７月２６日（水） 

午前１０時～午後６時  

・ 臨時会場 多摩市民館ギャラリー（多摩区登戸１７７５－１） 

平成２９年７月１４日（金）～７月１９日（水）（１５日（土）・１８日

（火）を除く） 

午前１０時～午後６時  

・ 臨時会場 麻生市民館ギャラリー（麻生区万福寺１－５－２） 

平成２９年７月７日（金）～７月１２日（水） 

午前１０時～午後６時 
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小・中学校における教科用図書の採択手順 

①諮問     ⑦全ての教科用図書に関する

審議結果の答申

②調査研究依頼 ⑤各学校からの報告をとりまとめた

調査研究報告

⑥全ての教科用図書に関する

 調査研究報告

③調査研究依頼       ④全ての種目の教科用図書に

                  関する各学校の調査研究報告

教育委員会：教育長含む６名

（使用教科用図書の採択）

川崎市教科用図書選定審議会＝調査研究等の報告を参考に審議

委員構成：条例上２０名以内

・学識経験者    

・学校教育の関係者

・市職員     

調調査研究会＝調査研究員で構成され、教科用図書選定審議会へ報告す

      る。（各教科の教員で構成）

調査研究員の作業

（１）教科用図書の選定に関する調査研究

（２）教科用図書に関する、学校における調査研究の聴取

各学校の校内検討委員会で全ての教科用図書の調査研究

フロー図① 
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高等学校における教科用図書の採択手順 

①諮問          ⑥ 教科用図書に関する

審議結果の答申

②調査研究依頼

⑤高等学校ごとにまとめた

          採択候補一覧を提出

           ③全ての種目の教科用

図書の教科用図書選

定に関する調査研究

報告書を提出

         ④校内検討委員会で、選定候補

          として調査研究した教科用図

書の調査結果報告書を提出

教育委員会：教育長含む６名

（使用教科用図書の採択）

教科用図書選定審議会＝調査研究等の報告を参考に審議

委員構成：条例上２０名以内

・学識経験者    

・学校教育の関係者

・市職員     

校内検討委員会 

構成 教科ごとにすべての教員

で構成

校内検討委員会の作業

 選定候補となる複数の教科用

図書に関する内容の調査研究

調査研究会 

構成 各高等学校の全日制・定時

制課程で、教科ごとに選任

調査研究会の作業

 全ての種目の教科用図書に関

する内容の調査研究

フロー図② 

校内採択候補検討委員会 

学校長を長とし、校内とりま

とめ担当者を中心として、各

校の採択候補一覧を作成



9 

特別支援学校及び特別支援学級における教科用図書の採択手順 

①諮問              ④教科用図書に関する

審議結果の答申

②調査研究依頼

③特別支援学校及び特別支援学級で

使用する附則第９条図書に関する

採択希望図書報告、特別支援学校

用教科用図書に関する採択希望図

書報告

教育委員会：教育長含む６名

（使用教科用図書の採択）

川崎市教科用図書選定審議会＝調査研究等の報告を参考に審議

委員構成：条例上２０名以内

・学識経験者    

・学校教育の関係者

・市職員     

特別支援学校及び各学校（特別支援学級設置校）校内検討委員会 

＝特別支援学校用教科用図書及び附則第９条図書の採択希望図書

報告書を作成する。

検討委員会の作業

（１）教科用図書としての附則第９条図書の調査研究

（２）対象となる児童・生徒の発達段階や障害の状態・能力・適性か

ら指導上必要な附則第９条図書の調査研究及び特別支援学校に

おいては特別支援学校用教科用図書の調査研究

（３）学校管理職・校内とりまとめ担当教員を中心として、候補とす

る教科用図書を選定

フロー図③ 



月　日 名　称 内　容

4月25日 教育委員会
教科用図書の採択方針・採択に係る諮問
審議会等委員の委嘱等

5月10日 第1回川崎市教科用図書選定審議会 委嘱状伝達、趣旨説明

5月15日
～

高等学校教科用図書選定調査研究会 委嘱状伝達、趣旨説明

5月16日
～

小学校（道徳）教科用図書選定調査研究会 委嘱状伝達、趣旨説明

6月16日
～8月9日

教科用図書展示会

教科用図書の見本の展示
（東門前小、教育会館、総合教育センター、教育文化会館、
幸・宮前・多摩・麻生市民館）
＊時程は、各施設ごとに異なる

7月10日 第2回川崎市教科用図書選定審議会 分科会による調査審議等

7月25日 第3回川崎市教科用図書選定審議会 全体審議及び教育委員会への答申内容の確認

8月27日 教育委員会 平成30年度使用教科用図書採択

平成29年度 川崎市教科用図書採択スケジュール
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